
○山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

平成１７年１２月２６日 

規則第２０号 

改正 平成２８年３月３１日規則第１４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年山北

町条例第２１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（申請の手続） 

第２条 条例第３条の規定による申請書は、山北町公の施設の指定管理者指定申請書（様式第１

号）によるものとする。 

２ 条例第３条第１号の規定による計画書は様式第２号により、収支計画書は様式第３号による

ものとする。 

（添付書類の特例） 

第３条 前条に規定する申請の手続を行う者が、前条第２項の要件を満たす業務の計画書及び収

支計画書を作成した場合は、これをもって様式第２号及び第３号に代えることができる。 

（選定結果の通知） 

第４条 町長等は、条例第４条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、当該申請し

た団体に対し、山北町公の施設の指定管理者候補者選定結果通知書（様式第４号）により通知

するものとする。 

（指定の通知） 

第５条 町長等は、条例第６条の規定により指定管理者を指定をしたときは、当該指定された団

体又は出資団体等に対し、山北町公の施設の指定管理者指定通知書（様式第５号）により通知

するものとする。 

（指定の取消し等の通知） 

第６条 町長等は、条例第９条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは山北町

公の施設の指定管理者指定取消通知書（様式第６号）により、同項の規定により期間を定めて

管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは山北町公の施設の指定管理者管理業務停止

命令書（様式第７号）により、当該指定管理者に対し通知するものとする。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第１４号） 



（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規

則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行

政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第３条の

規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第５条の規定による改正前の山北町印

鑑条例施行規則、第６条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第７条の

規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第８条の規定による改正前の山北町砂利採取税

条例施行規則、第９条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関す

る条例施行規則、第１０条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第１１条の規定

による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第１２条の規

定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第１３条の規定による改正前の山北町子ど

も手当事務処理規則、第１４条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施

行規則、第１５条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、

第１６条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規

則、第１７条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、

第１８条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第１９条の規定による改正前の

山北町身体障害者福祉法施行細則、第２０条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助

成条例施行規則、第２１条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第２２条

の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行細則、第２３条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第２４条の規定によ

る改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第２５条の規定によ

る改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存する

ものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条、第３条関係） 

様式第３号（第２条、第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

 


